
社団法人溶接学会規則第 17条を下表のとおり改定する
ことになりました。

※年会費改定の実施は、平成 24年度年会費納付からとし
ます。

【改定理由】
溶接学会は、平成 18年（2006）年に賛助員年会費の改
定（値上げ）をさせて頂きましたが、正員、学生員の年会
費は昭和 57年（1982）年以来約 30年間据置きでした。
一方、全国大会や講習会を充実し、論文集の WEB化対応

などを推進するとともに、ホームページの開設など会員へ
のサービス向上にも努めてまいりました。
しかし、他学会と同様に昨今の会員数の減少は避けられ
ない状況であり、財務状況は年々厳しくなっています。今
後、より一層会員サービスを向上させるためには、システ
ム投資が必要不可欠であり、さらに若手育成を含めた活性
化のためにも財源が必要な状況です。
そのため、平成 24年度に予定している新しい法人制度

への移行に合わせ、他学会並みのレベルに正員および学生
員の年会費を改定いたしますので、ご理解とご協力をお願
い申し上げます。


